
市役所からのHOT LINE
　
（
一
財
）自
治
総
合
セ
ン
タ
ー

は
、
宝
く
じ
助
成
金
制
度
で
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
に
必
要
な
備

品
な
ど
の
購
入
に
対
し
て
助
成

し
、
地
域
の
発
展
に
寄
与
し
て

い
ま
す
。

■
３
年
度
採
択
事
業　
荒
屋
地
区

振
興
協
議
会
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活

動
備
品
購
入（
太
鼓
・
は
ん
て
ん

各
20
組
）

■
問
い
合
わ
せ
先　
ま
ち
づ
く

り
推
進
課
地
域
振
興
係
☎
・
内

線
１
４
５
３
）

助成金で購入した備品

宝
く
じ
助
成
金
を
活
用
し

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
活
性
化

　
市
教
育
委
員
会
は
、４
月
に
市
立

小
・
中
学
校
に
入
学
予
定
の
子
ど

も
が
い
る
世
帯
で
、就
学
援
助
の
対

象
と
な
る
保
護
者
に
、新
入
学
学
用

品
費（
ラ
ン
ド
セ
ル
・
制
服
な
ど
入

学
に
必
要
な
も
の
の
購
入
費
用
）を

入
学
前
に
支
給
し
ま
す
。

　
な
お
、
今
回
申
請
が
で
き
ず
、

入
学
後
の
申
請
で
認
定
さ
れ
た
場

合
は
、
７
月
ご
ろ
に
同
額
を
支
給

し
ま
す
。

■
援
助
対
象
者　
１
月
現
在
、
市

入
学
学
用
品
の
購
入
援
助

就
学
援
助
申
請
受
け
付
け

内
に
住
所
を
有
し
、
所
得
が
教
育

委
員
会
の
定
め
る
基
準
を
下
回
る

世
帯
で
、
次
の
い
ず
れ
か
の
項
目

に
該
当
す
る
保
護
者

❶
令
和
３
年
度
中
に
、
生
活
保
護

が
停
止
ま
た
は
廃
止
さ
れ
た

❷
市
町
村
民
税
非
課
税
、
ま
た
は

減
免
を
受
け
て
い
る

❸
固
定
資
産
税
の
減
免
を
受
け
て

い
る

❹
国
民
年
金
の
保
険
料
の
減
免
を

受
け
て
い
る

❺
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
ま
た

は
納
税
の
猶
予
を
受
け
て
い
る

❻
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け

て
い
る

❼
経
済
的
に
困
窮
し
て
お
り
、
就

学
に
支
障
が
あ
る

■
入
学
予
定
者
支
給
額（
１
人
に

つ
き
）

▼
小
学
校　
５
万
１
０
６
０
円

▼
中
学
校　
６
万
円

■
支
給
時
期　
３
月
上
旬
ご
ろ
を

予
定

■
必
要
書
類

▼
就
学
援
助
申
請
書

▼
口
座
振
込
依
頼
書

※
必
要
書
類
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
、

教
育
総
務
課
窓
口
か
ら
交
付
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

　
国
土
利
用
計
画
法
に
基
づ
き
、

市
内
の
一
定
面
積
以
上
の
土
地
を

一
定
面
積
以
上
の
土
地

取
得
は
届
け
出
が
必
要

取
得
し
た
場
合
は
、
契
約
日
か
ら

2
週
間
以
内
に
市
へ
届
け
出
が
必

要
で
す
。

■
届
け
出
が
必
要
な
土
地
取
引
の

面
積

▼
都
市
計
画
区
域
用
途
指
定
区

域
の
場
合　

2
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上

▼
そ
の
他
の
都
市
計
画
区
域
内
の

場
合　
5
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

▼
都
市
計
画
区
域
外
の
場
合　

１
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

■
問
い
合
わ
せ
先　

企
画
財

政
課
秘
書
政
策
係
（
☎
・
内

線
１
２
１
４
）

■
申
込
先　
小
学
校
入
学
予
定
者

は
同
課
に
、
中
学
校
入
学
予
定
者

は
、
現
在
通
っ
て
い
る
小
学
校
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
込
期
限　
１
月
31
日
㈪

■
問
い
合
わ
せ
先　
教
育
総
務
課

学
事
係（
☎
・
内
線
１
３
６
５
）

　
市
は
、市
内
に
空
き
家
を
所
有
ま

た
は
管
理
す
る
人
、今
後
空
き
家
を

所
有
す
る
見
込
み
が
あ
る
人
を
対

象
に
無
料
相
談
会
を
開
き
ま
す
。

■
日
時　
１
月
22
日
㈯
午
前
９
時

か
ら
正
午
ま
で

■
場
所　
市
役
所
多
目
的
ホ
ー

ル
棟

■
相
談
内
容

❶
相
続
や
登
記
に
関
す
る
こ
と

❷
敷
地
の
境
界
確
認
に
関
す
る

こ
と

❸
不
動
産
取
り
引
き
に
関
す
る

こ
と 専

門
家
に
よ
る
空
き
家
の

無
料
相
談
会
を
開
き
ま
す

❹
改
修
や
除
却
に
関
す
る
こ
と

■
相
談
員　
司
法
書
士
、
土
地
家

屋
調
査
士
、
宅
地
建
物
取
引
士
、

建
築
士

■
定
員　
10
人
程
度（
相
談
時
間

は
30
分
以
内
）

※
定
員
超
過
に
よ
り
参
加
で
き
な

い
場
合
は
、相
談
内
容
に
応
じ
て
後

日
、
相
談
の
機
会
を
提
案
し
ま
す
。

■
申
込
期
限　
１
月
19
日
㈬

※
定
員
に
な
り
次
第
、
締
め
切
り

ま
す
。

■
申
し
込
み
方
法　
電
話
ま
た
は

フ
ァ
ク
ス
。フ
ァ
ク
ス
の
場
合
は
申

込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
申

し
込
み
し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
書

は
、市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先　
防
災
安
全
課

地
域
安
全
係（
☎・内
線
１
２
６
５
、

フ
ァ
ク
ス
74
・
２
１
０
２
）
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【広告】この広告は、広告主の責任において市が掲載しているものです。広告の内容について市が推奨などをするものではありません。

　
市
は
、
第
４
期
市
地
域
福
祉
計

画
の
策
定
に
つ
い
て
審
議
す
る
地

域
福
祉
計
画
策
定
委
員
会
の
委
員

を
２
人
募
集
し
ま
す
。

■
応
募
資
格　
次
の
全
て
を
満
た

す
人

❶
応
募
日
に
お
い
て
市
内
に
１

年
以
上
居
住
し
て
い
る
18
歳
以

上
の
人

❷
市
の
地
域
福
祉
に
関
心
が
あ
り
、

平
日
開
催
の
策
定
委
員
会
に
出
席

で
き
る

■
任
期　
委
嘱
日
か
ら
令
和
５
年

３
月
31
日
㈮
ま
で

地
域
福
祉
計
画
策
定

委
員
を
募
集
し
ま
す

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

ワ
ク
チ
ン
接
種
情
報

　
確
定
申
告
の
際
、要
介
護
認
定
を

受
け
、か
つ
一
定
の
基
準
を
満
た
し

て
い
る
65
歳
以
上
の
人
は
、障
害
者

控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
市
は
、該
当
す
る
人
に
対
し
、１

月
中
に「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定

書
」を
送
付
し
ま
す
。
本
人
ま
た
は

そ
の
扶
養
者
が
確
定
申
告
を
す
る

際
は
、同
認
定
書
を
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

　
な
お
、要
介
護
認
定
を
受
け
て
い

て
も
、一
定
の
基
準
を
満
た
し
て
い

な
い
場
合
は
、同
認
定
書
は
送
付
し

ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ
先　
健
康
福
祉
課

高
齢
福
祉
係（
☎・内
線
１
０
８
８
）

障
害
者
控
除
対
象
者
に

認
定
書
を
郵
送
し
ま
す

　
市
は
、
３
回
目
の
ワ
ク
チ
ン
接

種
に
必
要
な
接
種
券
の
発
送
を
開

始
し
ま
し
た
。
接
種
券
は
、
２
回

目
の
接
種
か
ら
８
カ
月
経
過
す
る

人
に
対
し
、
順
次
送
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
１
・２
回
目
接
種
を
ま

だ
受
け
て
い
な
い
人
で
接
種
を

希
望
す
る
場
合
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ワ
ク
チ
ン
接
種
対
策
室
に
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

ワ
ク
チ
ン
接
種
後
も
マ
ス
ク

の
着
用
や
こ
ま
め
な
手
洗
い
、
３

密
の
回
避
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

■
問
い
合
わ
せ
先　
新
型
コ
ロ

ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
対
策
室（
☎
・

内
線
１
１
６
７
）

　
県
緑
化
推
進
委
員
会
八
幡
平
支

部
で
は
、令
和
４
年
度
緑
化
推
進
事

業（
苗
木
配
布
な
ど
）の
要
望
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
。自
治
会
や
地
区

で
、植
樹
な
ど
を
計
画
し
て
い
る
場

合
は
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

■
申
請
期
限　
３
月
４
日
㈮

植
樹
で
緑
化
を
推
進

苗
木
を
配
布
し
ま
す

　

市
は
、
令
和
４
年
度
自
然
保

護
指
導
員
１
人
と
自
然
公
園
保

護
管
理
員
８
人
を
募
集
し
ま
す
。

■
応
募
資
格　
市
内
に
住
所
が

あ
り
、
十
和
田
八
幡
平
国
立
公

園
や
登
山
、
自
然
保
護
な
ど
に

関
す
る
知
識
、
登
山
道
管
理
業

務
に
必
要
な
体
力
を
有
し
、
刈

払
い
機
な
ど
の
操
作
が
で
き
る

健
康
な
人

■
業
務
期
間　
令
和
４
年
４
月

１
日
㈮
か
ら
11
月
30
日
㈬
ま
で

■
業
務
内
容　
登
山
道
の
整
備

（
刈
り
払
い
、
倒
木
撤
去
な
ど
）、

啓
発
活
動
な
ど

■
応
募
方
法　
履
歴
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
商
工
観
光
課

に
持
参
ま
た
は
郵
送（
消
印
有

自
然
守
る
保
護
指
導
員
と

公
園
保
護
管
理
員
を
募
集

　
確
定
申
告
を
行
う
際
、
寝
た
き

り
の
人
な
ど
の
お
む
つ
代
が
医
療

費
控
除
の
対
象
と
認
め
ら
れ
る
た

め
に
は
、
医
師
が
発
行
す
る「
お
む

つ
使
用
証
明
書
」が
必
要
で
す
。

　
な
お
、要
介
護
認
定
を
受
け
、か

つ
一
定
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る

人
が
２
年
目
以
降
も
続
け
て
控
除

お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除

使
用
証
明
書
の
添
付
必
要

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

使
用
証
明
書
の
代
わ
り
に
、
保
険

者
が
発
行
す
る「
主
治
医
意
見
書

内
容
確
認
書
」で
控
除
を
受
け
る

こ
と
が
可
能
で
す
。
希
望
す
る
場

合
は
最
寄
り
の
申
請
窓
口
か
ら
交

付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

■
申
請
窓
口　
健
康
福
祉
課
高
齢

福
祉
係
、
西
根
・
安
代
各
総
合
支

所
、
田
山
支
所

■
問
い
合
わ
せ
先　
健
康
福
祉
課

高
齢
福
祉
係
（
☎
・
内
線

１
０
８
８
）

効
）で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
履

歴
書
は
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
、
同
課

窓
口
か
ら
交
付
を
受
け
て
く
だ

さ
い
。

■
応
募
期
限　
２
月
４
日
㈮

■
面
接
日　
２
月
下
旬
予
定（
筆

記
試
験
は
あ
り
ま
せ
ん
）

■
問
い
合
わ
せ
先　

商
工
観

光
課
自
然
公
園
係（
☎
・
内
線

１
３
１
１
）

■
報
酬　
策
定
委
員
会
１
回
出
席

に
つ
き
７
１
０
０
円

※
策
定
委
員
会
は
、
３
年
度
に
１

回
、
４
年
度
に
３
回
を
予
定
し
て

い
ま
す
。

■
応
募
方
法　
応
募
用
紙
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
持
参
ま
た
は

郵
送（
必
着
）で
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
応
募
用
紙
は
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
、

地
域
福
祉
課
ま
た
は
西
根
・
安
代

各
総
合
支
所
、
田
山
支
所
か
ら
交

付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

■
応
募
期
限　
１
月
21
日
㈮
午
後

5
時
ま
で

■
問
い
合
わ
せ
先　

地
域
福

祉
課
福
祉
総
務
係（
☎
・
内
線

１
１
１
３
）

■
問
い
合
わ
せ
先　
農
林
課
林
業

係（
☎
・
内
線
１
３
３
９
）

　
１
月
１
日
現
在
、
市
内
で
事
業

用
の
償
却
資
産（
構
築
物
、
機
械
・

装
置
、
車
両
・
運
搬
具
、
器
具
・

備
品
）を
持
っ
て
い
る
人
は
、
固
定

資
産
税
の
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。

申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
提
出
期
限　
１
月
31
日
㈪

※
今
ま
で
申
告
を
し
た
こ
と
が
あ

り
、
令
和
３
年
度
の
課
税
標
準
額

が
免
税
点（
１
５
０
万
円
）未
満
の

人
に
は
、
申
告
書
を
送
っ
て
い
ま

せ
ん（
令
和
３
年
中
に
償
却
資
産

に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
申
告
が

必
要
で
す
）。

■
問
い
合
わ
せ
先　
税
務
課
資
産

税
係（
☎
・
内
線
１
１
３
６
）

固
定
資
産
税（
償
却
資
産
）

申
告
は
1
月
31
日
ま
で
に

新型コロナウイルス感染症が
疑われる場合の相談先

■発熱など症状がある場合
▶かかりつけ医がいる場合は、かかりつ
け医に電話相談する。
▶かかりつけ医がいない場合や夜間・休
日で相談先に困る場合は、受診・相談セ
ンターに電話相談する。
■発熱など症状がない場合
▶全般的な相談は、一般相談窓口に電話
相談する。
■相談先
▶受診・相談センター（☎ 019-651-
3175）
▶一般相談窓口（☎ 019-629-6085）

事業用の太陽光発電設備も申告対象資産
です

　
本
市
に
寄
せ
ら
れ
た
厚
意
を
紹

寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た

冬
期
間
の
生
活
経
費

一
部
を
助
成
し
ま
す

　
市
は
、
市
県
民
税
が
非
課
税
の

高
齢
者
世
帯
、
障
が
い
者
世
帯
、

ひ
と
り
親
世
帯
と
生
活
保
護
世

帯
の
冬
期
間
の
生
活
を
支
え
る

経
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

（
市
に
住
所
登
録
を
し
て
い
る
世

帯
に
限
る
）

■
対
象
世
帯　
３
年
度
市
県
民
税

が
非
課
税
の
次
の
い
ず
れ
か
の
世

帯
と
生
活
保
護
受
給
世
帯

❶
高
齢
者
世
帯　

65
歳
以
上
の

人
で
構
成
さ
れ
る
世
帯（
4
年
3

月
31
日
に
65
歳
に
達
す
る
人
を

含
む
）

❷
障
が
い
者
世
帯　
身
体
障
害
者

手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
保
健
福

祉
手
帳
の
所
持
者
ま
た
は
障
害
基

礎
年
金
受
給
者
、
特
別
児
童
扶
養

手
当
受
給
者
の
い
る
世
帯
お
よ
び

要
介
護
認
定
４
、要
介
護
認
定
５
、

特
定
疾
患
医
療
を
受
け
て
い
る
人

の
い
る
世
帯

❸
ひ
と
り
親
世
帯　
児
童
扶
養
手

当
法
に
規
定
さ
れ
る
児
童
を
扶
養

す
る
母
子
世
帯
、
父
子
世
帯
ま
た

は
養
育
者
世
帯

■
助
成
額　

１
世
帯
あ
た
り

５
０
０
０
円

■
申
請
方
法　
申
請
書
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
持
参
ま
た
は

郵
送（
必
着
）で
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

※
申
請
書
は
対
象
と
見
込
ま
れ
る

世
帯
に
送
付
し
て
い
ま
す
。

■
申
請
期
限　
2
月
28
日
㈪

■
問
い
合
わ
せ
先　
地
域
福
祉
課

福
祉
総
務
係
（
☎
・
内
線

１
１
１
３
、１
１
１
４
）

介
し
ま
す
。

【
現
金
の
寄
付
】

▼
㈱
泉
山
林
業
・
㈱
北
日
本
銀
行

…
12
月
15
日
、
田
山
地
区
の
教
育

や
発
展
に
活
用
し
て
ほ
し
い
と
寄

付
金
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
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